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Ⅰ はじめに 

 令和５年中標津町議会３月定例会の開会にあたり、提案いた

します令和５年度の各会計予算をはじめ、関係諸議案の審議に

先立ち、町政執行に対する基本方針と、主要施策の概要につい

て申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をい

ただきたいと存じます。 

 

 世界を一変させた新型コロナウイルス感染症の世界的流行

は、日々の生活のみならず、社会の在り方そのものに大きな

変化をもたらしましたが、３年の時を経て感染症法上の類型

見直しが予定されるなど、ウィズコロナ、アフターコロナの

時代へと舵が切られ、少しずつではありますが日常を取り戻

しつつあります。 

しかしながら、昨年２月に始まったロシアによるウクライナ

侵攻は今もなお世界平和を脅かし、北方領土隣接地域である

本町としても強い懸念とともに、１日も早い終戦、平和が訪

れることを願うところであります。 

我が国経済は、これらの背景に加え円安の影響による国際的

な原材料価格の上昇や、エネルギー、食料品価格の高騰から、

景気後退が懸念されるなど、厳しさが増しています。 

このような中、政府は景気下振れリスクに先手を打ち、我が

国経済を民需主導の持続的な成長路線に乗せていくため、「物

価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資

と改革」を重点分野とし、「物価高克服・経済再生実現のための
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総合経済対策」に基づき、その効果が最大限に発揮されるよう

万全の経済財政運営を行うとしています。 

また、政府は昨年の出生数が 80 万人を割込んだ状況から、

「異次元の少子化対策」を掲げ、本年４月に発足するこども

家庭庁のもと、関連予算の倍増を目指すとしています。 

本町におきましても、国の経済対策、少子化対策を十分踏ま

え、町民の暮らしと経済活動を守り抜くための取り組みを進め

てまいります。 

 近年、地球温暖化による気候変動問題は、集中豪雨や豪雪に

よる自然災害をはじめ、農作物や生態系などへ影響を及ぼして

います。 

 地球温暖化の抑制に向けては、世界規模で脱炭素社会の実現

に向けた動きが活発化しており、国においても 2050 年までに

温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを国際公約として

世界に宣言し、着実に推進していくとしています。 

 本町としましても、豊かな自然環境を未来に引き継ぐため、

町民、事業者の皆様と共に、2050 年までに温室効果ガスの排出

を実質ゼロにする脱炭素社会の実現「ゼロカーボンシティ」を

目指し、取り組んでまいります。 

 主幹産業である酪農業につきましては、燃油、飼料価格の

高騰、さらには個体販売価格の下落に加え、コロナ禍での飲

用乳の需要低迷、脱脂粉乳の在庫過多に伴う生乳の生産抑制

など、酪農経営は大変厳しい状況が続いています。 
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今後の動向が見通せない中、農協等関係団体と連携し、経営

環境の維持に向け取り組んでまいります。 

 町の経済は、コロナ禍での３年が経過し、イベントの再開

などウィズコロナを前提とした経済活動へ舵を切り始める

一方で、エネルギー価格や物価の高騰、労働需給のひっ迫など

景気回復への課題は山積しています。 

引き続き産業の振興や雇用の確保につながる施策を推し

進め、地域経済の発展に努めてまいります。 

 

Ⅱ 町政執行に対する基本方針と予算について 

 国全体において急速に進む人口減少、少子高齢化は、国の

存続に関わる問題であり、本町もそのスピードは加速しています。 

第７期総合計画とあわせてスタートした第２期総合戦略に

おける人口減少対策の成果目標達成に向け、さらなる推進・

検証を行い、効果的な施策を展開してまいります。 

 住みやすさに定評がある「中標津らしさ」を発展させるため、

主要施策の７項目「産業、観光、教育、環境、医療・福祉・

子育て支援、雇用、交流」を柱に、町のパワーの維持と拡大に

向けて、引き続き取り組んでまいります。 

 令和５年度予算は、第７期総合計画におけるまちづくりの基

本理念に基づく将来像｢空とみどりが人をつないでいくまち中

標津｣の実現に向け、部局を超えた相互の機動力が発揮できる

事業展開を進めていくとともに、次世代を担う子どもたちに
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大きな負担を残さないよう、事業の規模や将来負担について慎

重に検討・検証したうえで予算編成にあたりました。 

 また、国の補正予算に伴う「物価高克服・経済再生実現のため

の総合経済対策」として、こども・子育て世代への支援拡充に

係る出産・子育て応援事業や、農業競争力強化推進に係る農業

農村整備事業など、令和４年度補正予算に前倒しし、令和５年度

予算と切れ目なく推進してまいります。 

 提案をいたします一般会計予算額は 161 億 4,100 万円となり、

対前年度 15 億 6,100 万円の増、また、国の補正予算関連事業を

加えると、169 億 6,217 万円となっています。 

 さらに、特別会計、企業会計を合わせた全会計の予算額は、

前年度より 22 億 9,532 万円増の 298 億 8,388 万円となってい

ます。 

 

Ⅲ 本町の主要な施策について 

 １ つながりが未来を築くまちづくり 

（１） 協働のまちづくりの推進 

 町民主体の自治を実現するための最高規範である自治基本

条例に基づき、自治の基本原則である「情報共有」「町民参加」

「協働」を踏まえ、町民と行政との対話をより活性化させるため

の取り組みを進めるとともに、地域コミュニティの中心的役割

を担う町内会や、町民の自主的な活動の中核となる人材の育成

への支援を拡充し、協働のまちづくりを推進してまいります。 
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また、引き続き町民の自治意識の醸成を図るとともに、広報

紙やホームページ、ＦＭコミュニティ放送、ＳＮＳを活用した

動画配信、プッシュ型配信の拡充など、情報発信の工夫に努め

てまいります。 

本町は令和７年７月１日に町制施行 80年を迎えます。 

50 年史発刊から 30 年のあゆみを振り返り、町民のまちづく

りへの理解と、郷土愛を醸成する基盤となる「（仮称）中標津町

80 年史」の発刊に向け、準備を進めてまいります。 

 

（２） 国際化、地域間交流の促進 

 岩谷学園ひがし北海道日本語学校は開校３年目を迎えます。 

外国人の入国制限も徐々に緩和され、留学、研修、就労等を

目的に、町内に暮らす外国人が増加しています。 

 こうした外国人材の誘致は、人口減少、少子高齢化社会にお

いて、海外の成長エネルギーや新たな発想力を取り込み、共生

社会を実現しながら地域を活力あるものにしていくうえで重要

な施策として進めてまいります。 

 また、町の国際化に対応するため、外国人との交流事業や

外国人地域おこし協力隊の活動による情報発信など、海外関係

人口の創出と多文化共生に向けた環境整備を推進してまいります。 

 地域間交流につきましては、首都圏、札幌等に居住する本町

に縁のある方々などで組織される「ふるさと会」や、友好都市

協定を結ぶ川崎市との交流を継続し、引き続き関係人口・交流

人口の拡大に努めてまいります。 
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（３） 北方領土対策の推進 

 昨年２月に始まった、ロシアのウクライナ侵攻により、これ

まで希望を繋いできた北方領土問題の解決に向けた平和条約

交渉は中断し、ビザなし交流事業などの合意は一方的に破棄さ

れました。 

更に、人道的見地から行われてきた北方墓参も見送りを余儀

なくされるなど、取り巻く環境は厳しさを増していますが、元

島民をはじめ、これまで相互理解と信頼関係構築に努めてきた

日本国民の切なる思いを風化させることなく、引き続き北方領

土問題に対する気運の醸成に向け、啓発活動を推進してまいり

ます。 

 また、返還要求運動をけん引する北方領土隣接地域振興対

策根室管内市町連絡協議会（北隣協）と関係諸団体が連携し、

国及び北海道に対して、北方領土問題の解決に向けた平和条

約締結交渉の早期再開、及び本年度からスタートする第９期

北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画

に基づくさらなる支援の強化と、振興対策の推進を強く要望

してまいります。 

 

（４） 人権の尊重と男女共同参画社会への形成 

 男女共同参画につきましては、国において法の整備も進め

られてきましたが、長年にわたり形成された固定的な性別役割

分担に基づく制度や慣行、意識が残っています。 
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女性も男性も意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会

の実現のためには、男女共同参画の理解が町民・企業・団体に

浸透することが重要であり、意識の調査と啓発、町民による対

話の場を設け、男女共同参画社会を目指してまいります。 

 

（５） 安定した行政経営の推進 

 人口減少、少子高齢化が進行する中、多様化する住民ニーズ

への対応をはじめ、公共施設等社会インフラの維持や新たな整

備に対しては、町民一人当たりの負担や、今後の利用見込みな

ど、時勢に即した効率的・効果的な行政経営が重要であります。 

将来世代に負担を残さない、持続可能な財政基盤を築いてい

くため、行財政健全化計画に基づき、限られた人員で行政サー

ビスを維持するための工夫、慣例や前例にとらわれない意識の

もと、行財政改革を進めてまいります。 

 ふるさと納税制度につきましては、さらなる自主財源の確保、

及び地域事業者の販路拡大と成長につなげるため、新たに地域

おこし協力隊を配置するなど体制の強化を図り、地域経済の

循環と、町の魅力発信を通じた関係人口・交流人口の拡大に努

めてまいります。 

また、昨年実施した町の人口減少対策における調査・分析

結果を踏まえ、「未婚率の増加」、「若者が求める雇用へのマッチ

ング」、「町の知名度・魅力発信」といった課題の解決に向け、

引き続き取り組んでまいります。 
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（６） 情報化の推進 

 国が目指すデジタル田園都市国家構想の実現に向けた自治

体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進計画に基

づくデジタル技術の活用は、限られた人員の中で住民が求める

行政サービスの維持・向上を図るうえで、重要な鍵であります。 

 本町としましても、住民の利便性向上と行政の業務効率化を

目指し、情報システムの標準化や共通化、行政手続きのオンラ

イン化を進めてまいります。 

 

２ 安心と生きがいを感じるまちづくり 

（１） 子育て支援の充実 

 子育て支援につきましては、子ども・子育て支援法に基づく

家庭的保育事業を運営しておりました１事業者が、小規模保育

事業への認可変更を予定しており、３歳未満児の保育枠の拡大

が図られます。 

今後も保育園や地域型保育事業所と連携のうえ、待機児童の

解消に努めてまいります。 

 計根別こども館「えみふる」は、計根別農業協同組合と共同

運営をしており、本年度から一時預かり保育事業に加え、家庭

的保育事業を実施します。 

引き続き新規就農者の子育て支援体制を確保し、より利用し

やすい計根別地域の子育て支援拠点施設として環境の充実を

図ってまいります。 
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 また、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産、子育てがで

きるよう、妊婦等との面談の実施に合わせて給付金を支給する

ことにより、妊娠期から出産、子育て期まで切れ目のない支援

を引き続き実施してまいります。 

 

（２） 高齢者・障がい者・地域福祉の充実 

 全道平均と比較して高齢化率が低い本町におきましても、着

実に高齢化が進む中で、高齢者が元気で活動的に暮らせるよう、

「いきいき百歳体操」の普及促進をはじめ、介護予防に取り組

み、高齢者の生活を支える体制づくりを進めてまいります。 

 また、高齢化の進展によりニーズが拡大する介護サービスに

おいて、慢性的に不足している介護人材の確保を目指し、継続

した介護研修講座の開催支援と人材の定着を図るための取り

組みを推進してまいります。 

 障がい者福祉につきましては、住み慣れた地域でいきいきと

暮らすことができるよう、生活支援策の充実に努めるとともに、

障がいのある方の相談支援体制の充実のために設置されてい

る「根室圏域障がい者総合相談支援センター」の継続運営など、

障がいのある方の自立と社会参加への支援の充実に努めてま

いります。 

 本年度は高齢者、障がい者福祉施策の基本となる、「障がい

者計画、第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画」、

「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」の最終年度と
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なることから、地域、住民のニーズ把握のためのアンケート調

査を実施し、次期計画の策定に取り組んでまいります。 

 

（３） 健康づくりの推進、地域医療の充実 

 健康づくりにつきましては、健康づくり推進計画、食育推進

計画、母子保健計画に基づく施策の継続的な検証により、それ

ぞれの計画に掲げる目標の達成に向け、各年代へのアプローチ

を図り、切れ目のない健康づくりの推進に努めてまいります。 

 また、自殺対策基本法、自殺総合対策大綱に基づき、平成

31年に策定しました、「中標津町生きるを支える自殺対策行動

計画」の期間が本年度を以って終了することから、コロナ禍に

よる孤独・孤立などの新たな課題を踏まえた次期計画の策定

に取り組んでまいります。 

昨年、長きにわたり、本町の医療を支えてこられた民間医院

が閉院しました。 

 医療体制の確保は、住みたいまち、住み続けたいまちを目指

すうえで非常に重要であり、安心、安全な地域医療体制の維持、

強化を図るため、開業医誘致制度を新たに創設し、町民が適切

な医療を受けることができる体制を構築してまいります。 

 根室北部地域の中核病院として重要な役割を担っておりま

す町立中標津病院は、医師を始めとする病院スタッフが一丸と

なって取り組む経営改革により、収益の改善が図られていると

ころであります。 
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しかしながら、昨今の燃料、電気など物価高騰の影響による

費用の増加から、経営改革の努力が損なわれる状況となってい

るため、引き続き、限られた医療資源を最大限活用した経営の

改善に努めてまいります。 

 また、令和６年度から開始される「医師の働き方改革」への

対策も踏まえ、引き続き道内医育大学などとの連携・協力によ

る常勤医師・医療技術者の確保に努め、地域医療・救急医療の

充実を図ってまいります。 

 

３ 産業の力みなぎるまちづくり 

（１） 農業・林業の振興 

 農業につきましては、飼料、肥料の価格高騰、生乳の生産

抑制など厳しい状況にあり、生産性の向上と経営の安定化を

図るため、計画的な草地整備・改良など各種農業農村整備事業

の積極的な導入や、牛乳・乳製品の消費拡大に向けたＰＲに

努めてまいります。 

 また、令和４年度より取り組んでおります、酪農学園大学と

連携した畜産食品加工研修センターと中標津農業高等学校に

よる本町の農畜産物の付加価値を高めた特産品開発は、本年度

の製品化を目指し、地元事業者との連携による商品化の実現に

向け取り組んでまいります。 

 本町は平成 29 年にバイオマス産業都市構想の認定を受け、

家畜排せつ物のエネルギー化、肥料化を中心とした循環型「農」
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のまちづくりを目指して調査、検討を進めており、本年度は、

計根別地域におけるバイオガスプラント建設の可能性につい

て、計根別農業協同組合が主体となり実施する基礎調査を支援

してまいります。 

林業の振興につきましては、森林経営管理制度や森林環境譲

与税などの活用により、林業の成長産業化と森林資源の適切な

管理に努め、森林の持つ多面的機能の維持・向上のため、民有

林への支援を進め、森林資源を貴重な財産として守るとともに、

Ｊクレジット制度によるカーボンオフセットの販売を推進して

まいります。 

 

（２） 商工業の振興 

 商工業の振興につきましては、３年間に及ぶ新型コロナ対策

を経て、ウィズコロナを前提とした地域経済の回復に向けた取

り組みが重要であります。 

地域経済の活性化と町民の元気を取り戻すため、産業と連携

した生業の場、人と人との交流を楽しむ場である「まちなか」

の賑わいと交流の創出への支援により、中心市街地活性化を推

進してまいります。 

また、アフターコロナを見据えた経営や事業体制の再構築に

向け、新たな資金獲得のために行う新商品開発・販路開拓等へ

チャレンジする事業者に対して支援を行い、事業者の体力強化、

及び持続的な発展を推進してまいります。 
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（３） 観光の振興 

 観光の振興につきましては、アドベンチャートラベルワール

ドサミット（ＡＴＷＳ）の北海道開催や、知床ねむろ北太平洋

シーニックバイウェイのルート認定などを契機に、北海道及び

道東エリア圏域で、地域一体となった観光地・観光産業の発展

を目指して、知床ねむろ観光連盟、なかしべつ観光協会と連携

した広域観光の推進に努めてまいります。 

また、本町の観光スポットである開陽台において、老朽化

が進む駐車場トイレの改修に向けた設計を行うほか、利用者や

関係者の声を反映させた将来の開陽台の望ましい姿や、施設の

活性化に向け検討してまいります。 

 中標津空港につきましては、全日本空輸株式会社との連携に

よる誘客促進を図るとともに、株式会社フジドリームエアライ

ンズのチャーター便をはじめ、根室管内への航空機を活用した

教育旅行誘致推進など、利用者数の増加や、交流人口の拡大に

向け、取り組んでまいります。 

 

（４） 雇用対策の推進 

 新型コロナウイルス感染症を契機として広まったテレワーク

やリモートワークが浸透し、地方への移住や就業に対する関心が

高まっていることから、航空路線と利便性の高い都市機能を

持ち、観光地に囲まれワーケーションにも適している本町の魅力

を活かしたＰＲ事業を展開し、企業誘致の推進、関係人口の

創出を進め、地域経済の活性化に向け取り組んでまいります。 
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 令和６年４月に開校予定の岩谷学園ひがし北海道ＩＴ専門

学校につきましては、昨年、北海道私立学校審議会において

設置計画が承認されました。 

 管内で初となる専門学校の開校に向けて、引き続き岩谷学園

をはじめ関係機関、団体と連携を進めてまいります。 

  

４ 住みやすいまちづくり 

（１） 計画的な土地利用・景観形成の推進 

 本町が保有する未利用財産につきましては、未利用財産利

活用基本方針に基づき、将来的な利活用を見据えた計画的な

保全・貸付・売払を総合的に判断し、土地利用の利便性向上と

有効活用を図ってまいります。 

 都市の将来像を示した第２期都市計画マスタープランの推

進につきましては、社会経済状況の変化に応じながら、機能的・

効率的な市街地の形成を図り、豊かに暮らしていくための長期

的な都市づくりに努めるとともに、町民と協働で取り組むまち

づくり構想の実現に向けた活動を支援してまいります。 

 景観形成の推進につきましては、町民・活動団体との協働に

よるまちづくり活動によって良好な景観が形成されます。 

まちに誇りと愛着を持ち、本町の風土と調和した良好な景観

を後世に引き継ぐため、景観に対する町民意識の醸成を図って

まいります。 
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（２） 道路・交通網の充実 

 住民生活の利便性や活力ある経済・交流活動を支える道路網

の整備におきましては、維持補修と合わせて、新たな道路整備

５箇年計画に基づき効率的な整備を進め、安心安全な道路環境

の確保に努めてまいります。 

 また、冬期間の安全を確保するため、防雪柵の設置をはじめ、

除雪トラック３台を購入し、雪対策の強化を図ってまいります。 

 国道 272 号などの高規格道路は、地域間の人流、物流における

重要な道路網であり、早期整備促進を強く要望してまいります。 

 昨年、関係市町、団体による標津線代替輸送連絡調整協議会

が開催され、ＪＲ標津線の廃線から 30 年以上続きましたＪＲ

標津線代替バスの大きな転換、見直し方針が決まりました。 

 地域交通につきましては、現在策定中の地域公共交通計画に

基づき、町民にとって効率的・効果的な地域交通網の再編を進

めてまいります。 

 

（３） 住環境の充実 

 公営住宅につきましては、東中団地の建て替え工事を進める

とともに、令和４年度に見直しました公営住宅等長寿命化計画

に基づき、長期に渡り安心して快適に暮らせる住環境を維持し

てまいります。 

 人口減少に伴い、増加が予測される空家につきましては、空

家等対策計画に基づき、官民連携による活用事例の発信、及び
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所有者等への意識啓発による利活用を促進し、空家化の予防に

向けた取り組みを推進してまいります。 

 緑ヶ丘森林公園キャンプ場は、道立ゆめの森公園や市街地に

近く、利便性が高い立地条件にありますが、施設の老朽化や、

時代の変化に伴い、利用が低迷していることから、利用者の

ニーズに合わせた施設として、広域、周遊観光による関係人口・

交流人口の増加に加え、町民も様々な場面で利用できる憩いの

場へと転換を図るため整備を進めてまいります。 

 

（４） 消防・防災・減災の充実 

 消防につきましては、近年、全国的に消防団員数が減少して

おり、本町も消防団員の処遇改善を図り住民の安心と安全を守

る、地域に密着した消防団員の育成及び確保に努めてまいります。 

 防災につきましては、近年激甚化、頻発化する自然災害や

大規模災害時における円滑かつ迅速な避難の確保、及び災害

対策の実施体制の強化を図るため、地域防災計画を改訂すると

ともに、職員初動マニュアル、避難所運営マニュアルを見直し、

実効性を高めてまいります。 

  

（５） 環境保全の推進、衛生環境の充実 

 脱炭素社会の実現に向け、気候変動対策を着実に推進してい

くため、総合文化会館や運動公園など、６つの社会教育施設等

における照明設備及び市街地 192 基の道路照明灯をＬＥＤ化し、
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温室効果ガス排出量が大きい町有施設の省エネルギー化を加

速してまいります。 

 また、地域一体となって脱炭素社会に向けた活動を推進する

ため、町民、事業者及び各種団体と認識を共有し、機運醸成や

行動喚起に取り組んでまいります。 

 一般廃棄物の適正処理とごみ減量・リサイクルの促進につき

ましては、町民の理解と協力のもと、増加する処理経費の抑制

や環境への負荷軽減に向けた取り組みを進めてまいります。 

 時代の変化と共に増加傾向にある「墓じまい」により、町民

ニーズが高まっている公共合葬墓につきましては、建設に着手

し、令和６年度の供用開始に向けて、運営方法を含めた整備を

進めてまいります。 

 

（６） 上・下水道の充実 

 簡易水道事業及び下水道事業につきましては、本年度より

地方公営企業としてスタートします。 

 簡易水道を含む水道・下水道事業は、独立採算制を原則とす

る公営企業として、適正なサービスと料金体系による持続可能

な経営に努めるとともに、水道ビジョン、下水道ビジョンに基

づいた計画的な施設更新を行い、重要なライフラインを守って

まいります。 
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５ 郷土愛あふれるまちづくり 

（１） 学校教育の充実、生涯学習の推進 

 Society5.0（ソサエティ 5.0）時代を生きる全ての子どもた

ちが持続可能な社会の創り手として活躍していけるよう、ＡＩ

型教材の導入など、ＩＣＴを活用できる環境を整え、質の高い

教育環境づくりを推進してまいります。 

 広陵中学校の長寿命化改良事業につきましては、本年 12 月に

本校舎の改修工事を完了し、３学期からの使用を予定しています。 

 引き続き、生徒及び保護者、学校関係者の皆様にはご不便を

おかけしますが、ご理解を賜りたいと存じます。 

 中標津農業高等学校につきましては、「計根別食育学校」を

はじめとした教員、生徒の努力と活動が全国的にも評価され、

安定した入学者数の確保につながっています。 

これらの好循環を継続できるよう、就学環境の整備・支援を

引き続き実施してまいります。 

 

（２） スポーツ・地域文化の振興 

 スポーツの振興につきましては、連携協定を締結している

日本体育大学などのスポーツ合宿をはじめ、各種大会の誘致

を推進し、関係人口・交流人口の増加を図るとともに、町民の

健康づくりやスポーツ活動の拠点となる総合体育館「330°ア

リーナ」や各種運動施設の利用促進に取り組んでまいります。 

 埋蔵文化財の実態把握調査につきましては、連携協定を締結

している札幌学院大学と連携し取り組みを続けてまいります。 
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また、本町の文化遺産を活かしたまちづくりを進めるため、

文化財の保護、保存、町民の意識醸成などを図るための方針と

なる、文化財保存活用地域計画の作成を進めるとともに、行政、

町民及びＮＰＯ法人との協働により、国登録有形文化財である

「旧北海道農事試験場根室支場庁舎」（通称「伝成館」）をはじ

めとした価値ある文化財の維持管理、次世代への継承に向けた

文化財保存活用のあり方を検討してまいります。 

 

Ⅳ むすび 

 以上が、令和５年度の町政に臨む施政方針と主要施策の概要

であります。 

 

 令和４年 12月末の本町の人口は、22,729 人となり、前年同月

から 249人の減少となりました。 

 出生数におきましても、昨年は 138 人と統計史上最低となり、

減り続ける人口にどう対応していくかが大きな課題であります。 

一方、本町では、量販店の出店、専門学校の建設、また乳業

工場の移転など、町外からの資本、人の新たな動きが活発化し

ています。 

このことは、本町が持つ利便性とポテンシャルの高さが、町

内外においても認識されていることの証しであり、こういった

本町の強みを活かしながら、第７期総合計画に掲げる「つなが

る」をキーワードとした「空とみどりが人をつないでいくまち 

中標津」を目指してまいります。 
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 再選を受けましてから２年半が過ぎ、この間、新型コロナ対策

と町民、地域経済への支援を優先課題として進めてまいりまし

たが、新型コロナの類型移行が決定され、医療体制、感染対策な

ど引き続き課題はありますが、本年度は地域経済を再生し、これ

まで構築した住みやすさを維持しつつ、進展への道筋をつける

大きな転換の年であると思っています。 

 中標津が中標津らしく存続することができるよう、今日まで

先達が作り上げた本町の持つ利便性、住みやすさをさらに追及

し、バランスのよい、「住みやすさＮＯ.１のまち」を目指して

町民の皆様とともにまちづくりを進めていく所存でございま

す。 

 

町議会議員各位と町民の皆様に、改めてご理解とご協力をお

願い申し上げ、令和５年度の施政方針といたします。 


